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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の空気を吸気するための吸気口と、吸気した空気を外へ排気するための排気口と、
前記吸気口から吸気した空気を前記室内へ戻す吹出口とを有する本体ケース内に、前記吸
気口から空気を吸引して送風する送風機と、この送風機から送風される空気の送風方向を
、軸を中心にして回動移動することによって前記排気口や吹出口などへ切り換えるダンパ
とを設けた送風装置であって、
　前記ダンパを回動移動させるステッピングモータと、
　前記ステッピングモータの出力軸の回転速度を減速させる減速ギアと、
　前記減速ギアの軸部を回動自在に挿入させて前記本体ケースに固定されて当該軸部を前
記本体ケースとで回動自在に支持する押さえ部材とを備え、
　前記ダンパは、前記軸部が前記本体ケースと前記押さえ部材とで回動自在に支持されて
いる状態となっている前記減速ギアを介して前記ステッピングモータにより回動移動され
ることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記減速ギアの軸を中心にして該減速ギアの回動移動とともに回動移動するカムピンを
設け、
　該カムピンの回動移動によって前記ダンパを回動移動させ、
　前記ダンパの軸の位置と反対側の位置で前記ピンが回動移動するように設定したことを
特徴とする請求項１に記載の送風装置。
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【請求項３】
　前記ダンパが停止位置から他の位置へ移動する際、初期動作時に通常速度より遅い低速
で前記ステッピングモータを駆動させ、この後通常の速度でステッピングモータを駆動さ
せる制御手段を設けたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
　前記ダンパが所定の停止位置に位置していることを検知する検知手段を設け、　前記ダ
ンパを前記所定の停止位置から他の位置へ移動させる際、
  前記制御手段は、ダンパを所定角度まで前記低速で回動移動させるパルスを出力し、こ
の後、前記検知手段がダンパを検知しているとき、ダンパを前記所定角度の位置から停止
位置へ戻すパルスを出力し、これら動作を複数回繰り返すことを特徴とする請求項３に記
載の送風装置。
【請求項５】
　前記吹出口から吹き出す空気を暖める加熱手段を備えていることを特徴とする請求項１
ないし請求項４のいずれか１つに記載の送風装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、室内の空気を排気したり循環させたりする送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、浴室の換気や暖房を行う換気装置が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　かかる換気装置は、浴室の空気を吸い込む吸込口と、浴室内へ空気を吹き出す吹出口と
、この吹出口から吹き出す空気を暖めるヒータと、その吹出口に連通した排気風路と、吸
込口から空気を吸い込んで送風する送風ファンと、送風ファンによって送風される空気を
吹出口または排気風路へ案内する切換ダンパとを備えている。
【０００４】
　浴室を換気する場合には、送風ファンによって吸込口から吸い込まれた空気が切換ダン
パにより排気風路へ案内されて外へ排気される。浴室を暖房する場合には、切換ダンパが
切り換えられて吸込口から吸い込まれた空気が吹出口へ案内され、ヒータによって暖めら
れて浴室へ温風が吹き出すようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３０８９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような換気装置の切換ダンパの切換は、シンクロナスモータやステッピングモータ
によって行われる。
【０００７】
　ところで、シンクロナスモータは高価であるという問題があり、ステッピングモータは
安価であるが駆動トルクが小さく、このため、切換ダンパが停止位置で埃などにより固着
した場合、切換ダンパの切り換えが行えなくなってしまうという問題がある。
【０００８】
　この発明の目的は、ステッピングモータによってダンパの切り換えが行えなくってしま
うことを防止することのできる送風装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、室内の空気を吸気するための吸気口と、吸気した空気を外へ排気す
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るための排気口と、前記吸気口から吸気した空気を前記室内へ戻す吹出口とを有する本体
ケース内に、前記吸気口から空気を吸引して送風する送風機と、この送風機から送風され
る空気の送風方向を、軸を中心にして回動移動することによって前記排気口や吹出口など
へ切り換えるダンパとを設けた送風装置であって、
　前記ダンパを回動移動させるステッピングモータと、
　前記ステッピングモータの出力軸の回転速度を減速させる減速ギアと、
　前記減速ギアの軸部を回動自在に挿入させて前記本体ケースに固定されて当該軸部を前
記本体ケースとで回動自在に支持する押さえ部材とを備え、
　前記ダンパは、前記軸部が前記本体ケースと前記押さえ部材とで回動自在に支持されて
いる状態となっている前記減速ギアを介して前記ステッピングモータにより回動移動され
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、ダンパの切り換えを減速ギアを介して行うので、ダンパの切り換え
が行えなくってしまうことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明に係る浴室用の空調装置とフロントパネルの外観を示した斜視図である
。
【図２】図１に示す空調装置の平面図である。
【図３】図１に示す空調装置の構成を示す断面図である。
【図４】図１に示す空調装置の本体ケースの内ケースの外観と、駆動機構の構成を示した
斜視図である。
【図５】図４に示す内ケースの底面図である。
【図６】図４に示す駆動機構の構成を示した側面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図８】（Ａ）減速ギアの平面図、（Ｂ）減速ギアの正面図、（Ｃ）減速ギアの側面図、
（Ｄ）減速ギアの底面図である。
【図９】図８に示す減速ギアの断面図である。
【図１０】（Ａ）図４に示す駆動機構のリンク部材の正面図、（Ｂ）リンク部材の側面図
、（Ｃ）リンク部材の背面図である。
【図１１】図１０に示すリンク部材の従断面図である。
【図１２】ダンパ室の側壁に装着したリンク部材に減速ギアを装着した状態を示した説明
図である。
【図１３】（Ａ）押さえ部材を示した側面図、（Ｂ）押さえ部材の平面図である。
【図１４】空調装置の制御系の構成を示したブロック図である。
【図１５】ダンパが涼風モードや乾燥モードの位置に停止された場合の減速ギアの回動位
置を示した説明図である。
【図１６】ダンパの原点位置を検出した場合の減速ギアの回動位置を示した説明図である
。
【図１７】涼風モードまたは乾燥モードのときのダンパの位置を示した説明図である。
【図１８】ダンパが全閉したときの状態を示した説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、この発明に係る送風装置の１つである空調装置の実施の形態である実施例を図面
に基づいて説明する。
【実施例】
【００１３】
　図１ないし図３に示す浴室用の空調装置１０は、予め浴室１２の天井１３に設けた開口
部１４内に収納される本体ケース２０と、送風ファン（送風機）４０と、ダンパ５０と、
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ヒータ（加熱手段）６０と、ダンパ５０を回動移動させる駆動機構１００（図４参照）等
とを備えている。
［本体ケース］
　本体ケース２０は、樹脂製の内ケース２１と、この内ケース２１を覆った金属製の外ケ
ース３０とを有している。
［内ケース］
　内ケース２１は、送風ファン室２２と送風路２７とダンパ室２３とを形成し、下面が開
口されている。送風路２７は、図５に示すように送風ファン室２２の外周側（送風ファン
４０の外周側）の外周風路２７Ａと、この外周風路２７Ａとダンパ室２３との間を連通し
た連通風路２７Ｂとを有している。
【００１４】
　外周風路２７Ａは、図５に示す環状壁部２１Ａと天井壁部２１Ｔ等とで形成されている
。連通風路２７Ｂは、側壁部２１Ｂと天井壁部２７Ｔ等とで形成されている。
【００１５】
　そして、送風ファン室２２と送風路２７とダンパ室２３とが連通され、ダンパ室２３の
側壁部２３Ａ（図３において右側壁部）には排気口２８が形成されている。
【００１６】
　図４に示すように、送風路２７の天井壁部２７Ｔには、イオン発生器２００（図５参照
）を装着する装着穴２７Ｔａが形成されている。また、ダンパ室２３の天井壁部２３Ｔに
は、回路基板(図示せず)を取り付ける取付部２３Ｔａが形成されている。なお、図３にお
いて、ダンパ室２３の天井壁部２３Ｔおよび外周風路２７Ａの天井壁部２７Ｔと外ケース
３０の天井壁部３０Ｔとが接合されているが、実際には、天井壁部２３Ｔ,２７Ｔと天井
壁部３０Ｔとの間には、回路基板やイオン発生器２００が配設されるように隙間が形成さ
れている。
【００１７】
　また、送風路２７の天井壁部２７Ｔの下面には、図５に示すように、イオン発生器２０
０の下流側に複数の整流板２７Ｓが形成されている。各整流板２７Ｓは所定の高さを有す
るとともに、イオン発生器２００からダンパ室２３近傍まで延びている。
【００１８】
　イオン発生器２００は、プラスイオンを発生する電極２０１と、マイナスイオンを発生
する電極２０２とを有している。
【００１９】
　内ケース２１の下面の開口には、図１および図３に示すように、底板２４が取り付けら
れていて開口が閉塞されている。底板２４には、吸気口２５と吹出口２６とが形成されて
いる。
【００２０】
　また、内ケース２１の下部にはフランジ２１Ｆが形成され、このフランジ２１Ｆにはフ
ロントパネル７０が着脱可能に装着される。
【００２１】
  内ケース２１の送風ファン室２２には、送風ファン４０が回転自在に装着されており、
この送風ファン４０を回転させるモータＭが内ケース２１の天井壁部２１Ｔに設けた穴２
１Ｈと、外ケース３０の天井壁部３０Ｔに設けた穴(図示せず)とに装着され、それら穴２
１Ｈを密閉している。
【００２２】
　送風ファン４０の回転によって吸気口２５から浴室１２の空気が吸い込まれて送風路２
７を介してダンパ室２３へ送風されるようになっている。
【００２３】
  内ケース２１のダンパ室２３には、ダンパ５０がその一端に設けた軸５１を中心にして
回動移動可能に配置されている。軸５１は、内ケース２１のダンパ室２３の両側壁部に設
けた支持部２３Ｋに回動自在に保持されている。
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［外ケース］
　外ケース３０は、ほぼ直方体状に形成され、下面が開口されている。外ケース３０の側
面には内ケース２１の排気口２８に対向して排気口３１が形成され、内ケース２１の排気
口２８と外ケース３０の排気口３１とが接合され、排気口３１には接続ダクト３２が取り
付けられている。この接続ダクト３２には図示しない排気ダクトが接続されて、浴室の空
気が外へ排気されるようになっている。
［フロントパネル］
　フロントパネル７０には、吸気口２５に対向した吸込開口７１と、吹出口２６に対向し
た吹出開口７２とが形成されている。吸込開口７１は、図３に示すように内ケース２１の
吸気口２５に連通し、吹出開口７２は内ケース２１の吹出口２６に連通している。
［ダンパ］
　ダンパ５０は、図３に示す位置と図１８に示す位置との間を回動移動するようになって
おり、図３に示す位置に位置されると吹出口２６が閉塞（全閉）され（排気口３１が全開
）、送風ファン４０によってダンパ室２３へ送風されてきた空気が排気口２８へ案内され
るようになっている。また、ダンパ５０が図１８に示す位置に位置されると排気口２８が
閉塞（全閉）され（吹出口２６が全開）、ダンパ室２３へ送風されてきた空気が吹出口２
６へ案内される。
【００２４】
　ダンパ５０の一側端にはカム板５２が設けられており、このカム板５２には長孔５３が
形成されている。この長孔５３内には、後述するカムピン１４６が挿入され、このカムピ
ン１４６の後述する回動移動により、ダンパ５０が軸５１を中心にして開閉動作（回動移
動）するようになっている。
【００２５】
　吹出口２６の下にはヒータ６０が取り付けられており、吹出口２６から浴室へ吹き出す
空気を加熱するようになっている。ヒータ６０はＰＴＣヒータである。
［駆動機構］
  駆動機構１００は、図４に示すように、ダンパ室２３の側壁２３Ｓの外側に設けられて
いる。駆動機構１００は、ギヤードモータであるステッピングモータ１０１と、樹脂製の
減速ギア１１０と、樹脂製のリンク部材１４０と、樹脂製の押さえ部材１６０等とを有し
ている。
【００２６】
　ステッピングモータ１０１の出力軸１０２（図６参照）には、樹脂製の駆動ギア１０３
が装着され、この駆動ギア１０３が減速ギア１１０に噛合している。ステッピングモータ
１０１は、図６および図７に示すように、側壁２３ＳのネジボスＢ１,Ｂ２にネジＮ１,Ｎ
２により固定されている。
［減速ギア］
　減速ギア１１０は、図８に示すように、周囲の３／４ほどギア１１１を形成した円板部
１１２を有し、この円板部１１２の一側面の中央部に円形の膨出部１１３が形成されてい
る。この膨出部１１３の中心部には軸部１１４が一体形成されている。
【００２７】
　円板部１１２の他側面には、円形の凹部１１２ａが形成されており、この凹部１１２ａ
は図９に示すように膨出部１１３内まで達している。この凹部１１２ａから外方へ延びた
穴１１２Ｈが円板部１１２に形成され、凹部１１２ａと穴１１２Ｈとが図９に示すように
連続している。
【００２８】
　また、円板部１１２の凹部１１２ａ内の中心位置にはＤカットの軸１１５が形成されて
おり、この軸１１５は凹部１１２ａから外方へ突出している。円板部１１２のギア１１１
が形成されていない部分の端部には外方（径方向）に突出した突起１１６が形成されてい
る。
［リンク部材］
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　リンク部材１４０は、図１０および図１１に示すように、Ｄカットの軸孔１４１を形成
した軸部１４２を有し、軸部１４２の一端には径方向に延び且つ減速ギア１１０の穴１１
２Ｈに嵌合する第１アーム部１４３が形成されている。第１アーム部１４３の先端部には
孔１４３ａが形成され、この孔１４３ａ内には磁石１４４が装着されている。
【００２９】
　軸部１４２の他端には、第１アーム部１４３と反対方向へ延びた第２アーム部１４５が
形成され、第２アーム部１４５の先端部の左側面（図１１において）には円形のカムピン
１４６が形成されている。
【００３０】
　リンク部材１４０は、図７および図１２に示すように、ダンパ室２３の側壁２３Ｓに設
けた軸孔２３Ｊにリンク部材１４０の軸部１４２を嵌入させて、回動自在に側壁２３Ｓに
装着されている。リンク部材１４０の軸部１４２の軸孔１４１には、減速ギア１１０の軸
１１５が嵌入されるとともに、減速ギア１１０の凹部１１２ａおよび穴１１２Ｈにリンク
部材１４０の軸部１４２および第１アーム部１４３が嵌入されて、減速ギア１１０がリン
ク部材１４０に装着されている。
【００３１】
  減速ギア１１０は、側壁２３Ｓの軸孔２３Ｊに対してリンク部材１４０と一体となって
回動する。リンク部材１４０に装着された減速ギア１１０のギア１１１にはステッピング
モータ１０１の出力軸１０２の駆動ギア１０３が噛合している。
［押さえ部材］
　押さえ部材１６０は、図１３に示すように、左右に延びた押さえ板部１６１と、この押
さえ板部１６１の中央部に形成した筒部１６２とを有している。押さえ板部１６１の両端
には、ネジ孔１６１ａ,１６１ｂが形成され、筒部１６２の穴１６２ａには、図６および
図７に示すように、減速ギア１１０の軸部１１４が回動自在に挿入されている。
【００３２】
　押さえ部材１６０は、図４および図６に示すように、ネジＮ３,Ｎ４によりダンパ室２
３の側壁２３Ｓに設けたネジボスＢ３,Ｂ４に固定されている。これにより、減速ギア１
１０の軸部１１４の両端が押さえ部材１６０と側壁２３Ｓとで回動自在に支持された状態
となっている。
［検知装置］
　図４および図６において、１７０は減速ギア１１０の原点位置を検知する検知装置（検
知手段）であり、この実施例では磁石１４４を検知するホール素子(図示せず)を有してい
る。検知装置１７０は、図４および図６に示すように、ネジＮ５によりダンパ室２３の側
壁２３Ｓに設けたネジボスＢ５に固定されている。
【００３３】
　検知装置１７０の側面１７０ａ（図６参照）にはストッパ板１２０が配置されており、
ストッパ板１２０は、図４および図６に示すように側壁２３Ｓの外側の下部に設けた段部
２３Ｄに設けられている。
【００３４】
　このストッパ板１２０に減速ギア１１０の突起１１６が当接して減速ギア１１０の回動
を停止させるものである。その突起１１６がストッパ板１２０に当接した位置に減速ギア
１１０が回動されると、ダンパ５０は全閉し（吹出口２６に対して）、この位置を減速ギ
ア１１０の原点とするものであり、減速ギア１１０が原点位置へ回動されると検知装置１
７０が磁石１４４を検知するように設定されている。
【００３５】
　この実施例では、減速ギア１１０が原点位置へ回動する手前で検知装置１７０が磁石１
４４を検知するようになっている。
［制御系］
　図１４は空調装置１０の制御系の構成を示したブロック図である。図１４において、１
８０は浴室１２の外である例えば洗面所などに設ける操作部であり、この操作部１８０は
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操作キー(図示せず)の操作によって換気、乾燥、暖房、涼風などの各モードを設定する。
３００は操作部１８０の操作や検知装置１７０の検知に基づいてステッピングモータ１０
１やモータＭやヒータ６０やイオン発生器２００を制御する制御装置（制御手段）である
。
【００３６】
　制御装置３００は、ステッピングモータ１０１を駆動させる際、初期時に通常速度より
遅い速度で所定角度まで回転させ、この後、通常の速度で回転させる。
［動　作］
　次に、上記のように構成される空調装置１０の動作について説明する。
【００３７】
  先ず、空調装置１００を浴室１２の天井１３に設置し、この設置の施工が終了した場合
について説明する。
【００３８】
　最初に、操作部１８０を操作して電源を投入する。この電源の投入により、制御装置３
００はステッピングモータ１０１を正転させる。このステッピングモータ１０１の正転に
より、減速ギア１１０を図６において反時計回りに回動させていく。
【００３９】
　減速ギア１１０の反時計回りの回動により、カムピン１４６は図３および図１７におい
て時計回りに回動してダンパ５０を軸５１を中心にして時計回りに回動させていく。ダン
パ５０は減速ギア１１０を介してステッピングモータ１０１により回動移動されるので、
ステッピングモータ１０１の動作トルクが小さくてもダンパ５０を回動移動させることが
できる。
【００４０】
  減速ギア１１０の反時計回りの回動により減速ギア１１０の突起１１６をストッパ板１
２０に当接させる。
【００４１】
  制御装置３００は、検知装置１７０がオンしてからも所定のパルスを出力して、減速ギ
ア１１０の突起１１６をストッパ板１２０に確実に当接させる。これにより、減速ギア１
１０の原点位置すなわちダンパ５０の原点位置を確実に検出することができる。
【００４２】
　また、減速ギア１１０の突起１１６をストッパ板１２０に当接させることにより、減速
ギア１１０を設けたことによるバックラッシュの影響を受けることなく原点位置を確実に
検出することができる。
【００４３】
　この際のステッピングモータ１０１の回転速度は、最初から終わりまで通常の速度で回
転させるが、初期時だけ低速で回転させてもよい。
【００４４】
　制御装置３００は、ダンパ５０を図１８に示す位置、すなわち減速ギア１１０を図１６
に示す位置を基準にして、ステッピングモータ１０１を制御してダンパ５０を所定の位置
へ移動させていく。
［涼風モード、乾燥モード］
　例えば、操作部１８０の操作により涼風モードが設定されると、制御装置３００は予め
設定されている設定数のパルスを出力して、ステッピングモータ１０１を逆転駆動させ、
ダンパ５０を図１７に示す中間位置へ移動させる。ダンパ５０を図１８に示す位置を基準
にして設定数のパルスによりステッピングモータ１０１を逆転駆動させるものであるから
、ダンパ５０を常に図１７に示す中間位置へ正確に移動させることができることになる。
ダンパ５０が図１７に示す中間位置に移動しているときは、減速ギア１１０は図１５に示
す位置に回動移動している。
【００４５】
　ステッピングモータ１０１を駆動させる際、制御装置３００は、初期時では低速（高ト
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ルク）でステッピングモータ１０１を駆動させ、この後低トルクの通常の速度で駆動させ
る。このため、ダンパ５０が図１８に示す位置に埃などで固着していても、ダンパ５０を
確実に回動移動させることができる。つまり、ダンパ５０の切り換えが行えなくってしま
うことを防止することができる。
【００４６】
　ダンパ５０が図１７に示す中間位置へ移動すると、制御装置３００はモータＭを駆動さ
せて送風ファン４０を回転させる。送風ファン４０の回転により、図１７に示すように吸
気口２５から浴室１２の空気が矢印Ｏに示すように吸い込まれていき、吸気口２５へ吸い
込まれた空気の一部が送風路２７を介して矢印Ｑに示すように排気口２８から外へ排気さ
れることになる。
【００４７】
　他方、残りの空気が送風路２７を介して矢印Ｐに示すように吹出口２６から浴室１２へ
吹き出す。
【００４８】
　このように、浴室１２の空気の一部が外へ排気されるので、ドアのアンダーカットなど
から浴室１２外の空気が浴室１２に入り、吹出口２６から風が浴室１２へ送り込まれてく
るので、浴室１２は涼風状態となる。
【００４９】
　乾燥モードの場合には、ダンパ５０の回動移動は上記と同様に行われ、ヒータ６０が通
電されて吹出口２６から温風が吹き出され、排気口２８から湿った空気が排気されて浴室
１２の乾燥が行われる。
［換気モード、暖房モード］
　ダンパ５０が図１７に示す中間位置に移動している状態から、換気モードまたは暖房モ
ードを操作部１８０の操作により設定すると、制御装置３００は所定の設定数のパルスを
出力してステッピングモータ１０１を逆転あるいは正転駆動させて、ダンパ５０を図３ま
たは図１８に示す位置へ移動させる。この移動の際のパルス数は、ダンパ５０の先端部５
０ａが吹出口２６の縁部２６ａや送風路２７の天井壁部２７Ｔに当接するより多い数に設
定され、ダンパ５０の先端部５０ａが吹出口２６の縁部２６ａや送風路２７の天井壁部２
７Ｔに確実に当接される。
【００５０】
　すなわち、多めのパル数を出力することにより、減速ギア１１０のバックラッシュの影
響を受けることなく、ダンパ５０の先端部５０ａを吹出口２６の縁部に確実に当接させる
ことができる。
【００５１】
　また、その移動の際、ダンパ５０は図１７に示す中間位置に固着されることはほとんど
ないので、通常の速度でダンパ５０を移動させるが、上記と同様に、初期時に低速でステ
ッピングモータ１０１を駆動させ、この後通常の速度で駆動させてもよい。
【００５２】
　ダンパ５０が図３に示す位置に移動されると、空気が図３の矢印Ｑに示すように排気口
２８から排気されることにより浴室１２の換気が行われる。また、図１８に示す位置へ移
動されると、矢印Ｐに示すように空気が吹出口２６から吹き出し、ヒータ６０の通電によ
り温風が浴室１２へ送り込まれ、浴室１２の暖房が行われることになる。
［停止モード］
　換気モード中あるい涼風モード中に、操作部１８０の停止スイッチ(図示せず)が操作さ
れると、制御装置３００はモータＭの駆動を停止させるとともに、ステッピングモータ１
０１を正転駆動させて図３または図１７の中間位置にあるダンパ５０を図１８に示す位置
へ回動移動させる。この回動移動の際、図１８に示す位置へ移動させるに必要なパルス数
より多いパルス数を出力して、減速ギア１１０の突起１１６をストッパ板１２０に確実に
当接させ、これによりダンパ５０の原点位置を確実に検出してステッピングモータ１０１
を停止させる。
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【００５３】
　この際、上述のようにバックラッシュの影響を受けることなく原点位置を確実に検出す
ることができる。
【００５４】
　ダンパ５０を図３に示す位置から図１８に示す位置へ移動させる場合、上記と同様に、
初期時では低速（高トルク）でステッピングモータ１０１を駆動させ、この後通常の速度
（低トルク）で駆動させる。このため、ダンパ５０が図３に示す位置に埃などで固着して
いても、ダンパ５０を確実に回動移動させることができる。
【００５５】
　ダンパ５０を図１７に示す中間位置から図１８に示す位置へ移動させる場合、ステッピ
ングモータ１０１を通常の速度で駆動させるが、上記と同様にして初期時に低速で駆動さ
せてもよい。
【００５６】
　この停止状態のとき、操作部１８０の操作により各モードが設定されると、制御装置３
００は、ダンパ５０を図１８に示す位置を基準にしてステッピングモータ１０１を制御し
、ダンパ５０を所定の位置へ移動させていく。
［２４時間換気］
　ダンパ５０が図１８に示す位置に移動されている場合（停止モードの場合）、操作部１
８０の操作により２４時間換気（常時換気）が設定されると、制御装置３００は、ダンパ
５０を図１８に示す位置を基準にしてステッピングモータ１０１を制御して、ダンパ５０
を図３に示す位置へ移動させ、モータＭを駆動させて送風ファン４０を回転させる。
【００５７】
　このダンパ５０の移動の際、上記と同様に、図３に示す位置へ移動させるに必要なパル
ス数より多めのパル数を出力して、ダンパ５０の先端部５０ａを吹出口２６の縁部に確実
に当接させる。この際、上述のよに多めのパルス数を出力することにより、バックラッシ
ュの影響を受けることなく、ダンパ５０の先端部５０ａを吹出口２６の縁部に確実に当接
させることができる。
【００５８】
　また、このダンパ５０の移動の際には、初期時に低速でステッピングモータ１０１を駆
動させ、この後通常の速度で駆動させる。このため、ダンパ５０が図１８に示す位置に埃
などで固着していても、ダンパ５０を確実に回動移動させることができる。
【００５９】
　ダンパ５０が図３に示す位置へ移動されて送風ファン４０が回転されると、浴室１２の
空気が矢印Ｏに示すように吸気口２５から吸い込まれていき、送風路２７を介して矢印Ｑ
に示すように排気口２８から外へ排気されて浴室１２の換気が行われ、この浴室１２を通
して他の部屋の換気も行われることになる。
【００６０】
　この２４時間換気の場合、１時間で建物の換気が０.５回行われるように送風ファンの
回転数が設定される。
【００６１】
　上述のように、ダンパ５０を回動移動させる際、初期時にステッピングモータ１０１を
低速で回動せるが、この後、通常速度でステッピングモータ１０１を回動させるので、ダ
ンパ５０を所定の位置へ速やかに移動させることができる。
【００６２】
　また、図７に示すように、減速ギア１１０の軸部１１４の両端が押さえ部材１６０とダ
ンパ２３室の側壁２３Ｓとで回動自在に支持された状態となっているので、ステッピング
モータ１０１の駆動時に、駆動ギア１０３から減速ギア１１０が浮き上がってしまうこと
がなく、このため、ステッピングモータ１０１の駆動トルクを減速ギア１１０に十分に伝
達することができることになる。
［固着された場合］
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  次に、ダンパ５０が例えば図１８に示す位置に固着して回動移動しない場合について説
明する。
【００６３】
　ダンパ５０が図１８に示す位置に位置している場合、減速ギア１１０は図１６に示す位
置に位置し、減速ギア１１０の突起１１６がストッパ板１２０に当接し、検知装置１７０
が磁石１４４を検知し、ダンパ５０の原点位置を検出している。
【００６４】
　この状態で、制御装置３００は、ステッピングモータ１０１を高トルク（低速）で駆動
させるがダンパ５０が回動移動しない場合、検知装置１７０は磁石１４４を検知し続け、
検知装置１７０はオフしない。
【００６５】
　制御装置３００は、検知装置１７０がオフしない間、ステッピングモータ１０１を低速
駆動させるパルスを出力し続け、このパルス数が減速ギア１１０を図１６において時計回
りに３０度回動するだけの数に達しても検知装置１７０がオフしなかった場合、ダンパ５
０は固着されていると判断して、減速ギア１１０を反時計回り（図１６において）に回動
させるパルスを出力させ、この後、減速ギア１１０を時計回り（図１６において）に３０
度回動するだけの低速用のパルスを出力させる。これら動作を検知装置１７０がオフする
まで繰り返し行い、その繰り返し回数が例えば１０回になっても検知装置１７０がオフし
ないとき、ダンパ５０は固着されたままと判断して、制御装置３００は操作部１８０に設
けた表示部(図示せず)にエラー表示させるとともにステッピングモータ１０１の駆動を停
止させる。
【００６６】
　ダンパ５０が図３に示す位置に固着された場合、ダンパ５０が図３に示す位置から図１
８に示す位置へ移動するに必要なパルス数を制御装置３００が出力しても、検知装置１７
０が磁石１４４を検知しないとき、すなわち検知装置１７０がオンしないとき、制御装置
３００は、ダンパ５０が図３に示す位置に固着されたと判断する。
【００６７】
　そして、制御装置３００は、上記と同様にして、ステッピングモータ１０１を正転・逆
転を複数回繰り返し、この後、図１８に示す位置へ移動するに必要なパルスを出力する。
このパルスの出力によってダンパ５０が回動移動しない場合、検知装置１７０が磁石１４
４を検知しないので検知装置１７０はオフのままであり、制御装置３００は、ダンパ５０
が図３に示す位置に固着されたままと判断し、操作部１８０に設けた表示部(図示せず)に
エラー表示させ、ステッピングモータ１０１の駆動を停止させる。
［リンク部材について］
　ところで、図９に示す減速ギア１１０の凹部１１２ａと穴１１２Ｈに、図１１に示すリ
ンク部材１４０の軸部１４２と第１アーム部１４３が図１２に示すように嵌入されるとと
もに、減速ギア１１０の軸１１５がリンク部材１４０の軸孔１４１に嵌入されていること
により、減速ギア１１０の回転力は軸１１５を介してリンク部材１４０の軸部１４２に伝
達する他に、減速ギア１１０の穴１１２Ｈを介してリンク部材１４０の第１アーム部１４
３に伝達するので、ダンパ５０を回動移動させる際に、減速ギア１１０の軸１１５のみに
大きな負荷が掛かってしまうことがなく、このため、樹脂製の軸１１５であってもダンパ
５０の回動移動の際に破損してしまうことがない。
［ダンパの回動移動について］
　ダンパ５０の回動移動は、図３、図１７および図１８に示すように、カムピン１４６を
回動させることにより行うものである。つまり、ステッピングモータ１０１を正転・逆転
させて減速ギア１１０を正転・逆転させることにより行うものであり、減速ギア１１０を
１回転させる必要がない。このため、ダンパ５０を軸５１から大きく離れた矢印Ｒの範囲
の位置だけで回動移動させることができ、ステッピングモータ１０１に掛かる負荷を小さ
くすることができる。
【００６８】
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　つまり、カムピン１４６の回動中心（減速ギア１１０の軸１１５）に対して、ダンパ５
０の軸５１の位置と反対側の位置でカムピン１４６が回動移動するように設定したもので
あるから、ステッピングモータ１０１に掛かる負荷を小さくすることができる。
【００６９】
　また、減速ギア１１０を１回転させる必要がないことにより、減速ギア１１０の最短の
回動移動でダンパ５０を所定位置へ移動させることができ、このため迅速に所定位置へダ
ンパ５０を回動移動させることができ、無駄な電力を消費してしまうことも防止すること
ができる。
【００７０】
　さらに、ステッピングモータ１０１でダンパ５０を回動移動させるものであるから、ダ
ンパ５０の回動位置の精度を高めることができる。
［イオン発生］
　イオン発生器２００は、暖房モードや送風モードが設定されたとき、イオン発生器２０
０が動作し、図５に示す電極２０１からプラスのイオンが発生し、電極２０２からマイナ
スのイオンが発生し、これらイオンが吹出口２６から浴室１２内へ送り込まれるが、送風
路２７の天井壁部２７Ｔに設けた整流板２７Ｓによりプラスイオンとマイナスイオンとが
直ちに結合して消滅してしまうことがなく、このため、多量のプラスイオンとマイナスイ
オンを浴室１２へ供給することができる。
【００７１】
　上記実施例は、ダンパ５０の切り換えをステッピングモータ１０１の正転や逆転で行っ
ているが、１方向に回転させることによってダンパ５０の切り換えを行うようにしてもよ
い。
【００７２】
　また、上記実施例は、浴室用の空調装置１０について説明したが、これに限らず、空気
の流れをダンパの切り換えで行う送風装置であればよい。
【００７３】
　この発明は、上記実施例に限られるものではなく、特許請求の範囲の各請求項に係る発
明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【符号の説明】
【００７４】
  １０        空調装置（送風装置）
　２５　　　　吸気口
　２６　　　　吹出口
　２８　　　　排気口
  ４０        送風ファン
　５０        ダンパ
　５１　      軸
  １０１      ステッピングモータ
　１１０      減速ギア
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